
お
知
ら
せ
し
た
い
内
容
は
、
広
報

く
じ
で
紹
介
し
ま
す
（
氏
名
は
公

表
し
ま
せ
ん
）。
２
ペ
ー
ジ
で
は

昨
年
度
届
け
ら
れ
た
市
長
へ
の
手

紙
の
主
な
内
容
を
紹
介
し
ま
す
。

▽
声
を
届
け
る
方
法
＝
本
紙
に
挟

　

み
込
ん
で
あ
る
手
紙
、
ま
た
は

　

市
役
所
本
庁
舎
、
山
形
総
合
支

　

所
、
各
支
所
に
備
え
付
け
て
あ

　

る
手
紙
に
内
容
を
記
入
く
だ
さ

　

い
。
手
紙
は
郵
送
か
、
市
役
所

　

本
庁
舎
、
山
形
総
合
支
所
、
各

　

支
所
に
あ
る
投
書
箱
に
投
函
し

　

て
く
だ
さ
い
。
手
紙
は
市
長
が

　

直
接
開
封
し
ま
す

　
※
回
答
に
必
要
で
す
の
で
、
住

　
所
、
氏
名
、
電
話
番
号
を
記
入

　
し
て
く
だ
さ
い
。
個
人
情
報
は

　
目
的
以
外
に
は
使
用
し
ま
せ
ん

▽
開
催
日
＝
毎
月
１
回
。
広
報
く

　

じ
15
日
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
す

　
※
７
月
は
７
日
（
月
）
開
催

▽
対
象
＝
個
人
ま
た
は
10
人
程
度

　

ま
で
の
団
体

▽
面
会
時
間
＝
１
回
30
分
程
度

▽
申
し
込
み
方
法
＝
事
前
に
、
ま

　

ち
づ
く
り
振
興
課
へ
お
申
し
込

　

み
く
だ
さ
い

　

市
は
、
住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り

を
目
指
し
て
全
力
で
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。
し
か
し
、
よ
り
よ
い
取

り
組
み
を
進
め
る
た
め
に
は
市
民

の
皆
さ
ん
の
意
見
と
協
力
が
必
要

で
す
。

　

市
役
所
の
仕
事
に
つ
い
て
皆
さ

ん
が
疑
問
に
思
う
こ
と
、
も
っ
と

こ
う
す
れ
ば
い
い
の
に
と
考
え
る

こ
と
、
き
っ
と
あ
り
ま
す
よ
ね
。

例
え
ば
、「
な
ん
で
こ
の
仕
事
に

取
り
組
ん
で
い
る
の
」「
こ
ん
な

イ
ベ
ン
ト
開
い
た
ら
、
も
っ
と
久

慈
を
ア
ピ
ー
ル
で
き
る
の
で
は
」

な
ど
、
素
朴
な
疑
問
や
ア
イ
デ
ア

で
結
構
で
す
。
皆
さ
ん
の
思
い
や

考
え
を
声
に
出
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

あ
な
た
の
声
が
ま
ち
づ
く
り
に
生

か
さ
れ
ま
す
。

　

市
は
「
市
長
へ
の
手
紙
」
と
「
市

長
と
話
そ
う
」
を
行
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
皆
さ
ん
の
声
を
市
長
に

直
接
届
け
る
も
の
で
す
。
も
ち
ろ

ん
、
す
べ
て
の
声
が
実
現
す
る
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
皆
さ
ん
の

疑
問
や
ア
イ
デ
ア
は
、
市
役
所
の

各
課
で
調
査
・
検
討
し
て
か
ら
本

人
に
回
答
し
ま
す
。
ま
た
、
広
く

　皆さん、市役所の仕事について「ここがもう少し変われば…」、「もっとこうしたらいいのに…」と
思うことってありますよね。その思いや考え、市長に直接届けてみませんか？市が行っている「市長
への手紙」と「市長と話そう」は、市民の皆さんの声を市政に反映させるためのものです。あなたが
考えるまちづくりのアイデアをお待ちしています。問い合わせは、まちづくり振興課（☎52-2116）へ。

あなたの声お待ちしていますあなたの声お待ちしています

あ
な
た
の
声
で
ま
ち
づ
く
り

声
は
市
長
に
直
接
届
き
ま
す

市
長
と
話
そ
う

市
長
へ
の
手
紙
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川
に
近
い
水
田
で
、
田
植
え
直

後
に
苗
が
カ
モ
に
荒
ら
さ
れ
る
被

害
が
発
生
し
て
い
ま
す
。
苗
の
植

え
直
し
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

農
家
も
多
い
の
で
、
被
害
対
策
を

早
め
に
実
施
し
て
も
ら
い
た
い
で

す
。

　
　
　
　
　
　
（
50
歳
代
・
男
性
）

　
　
　
　
　

カ
モ
な
ど
に
よ
る
農

　
　
　
　

作
物
被
害
の
対
策
と
し

　
　
　
　

て
有
害
鳥
獣
捕
獲
を
行

う
場
合
が
あ
り
ま
す
。
捕
獲
は
、

防
護
網
に
よ
る
自
衛
、
花
火
に
よ

る
追
い
払
い
な
ど
の
防
止
対
策
を

し
て
も
効
果
が
な
く
、
農
作
物
な

ど
へ
の
被
害
が
深
刻
な
場
合
に
限

り
行
わ
れ
る
も
の
で
す
。
こ
の
た

め
捕
獲
の
許
可
な
ど
を
担
当
す
る

林
業
水
産
課
で
は
、
被
害
状
況
と

防
止
対
策
の
内
容
を
把
握
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
鳥
や
獣
に
よ
る

農
作
物
被
害
が
発
生
し
た
場
合
は

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

（
林
業
水
産
課
☎
52

－２
１
２
２
）

　

私
は
公
共
施
設
に
設
置
し
て
い

る
パ
ソ
コ
ン
を
利
用
し
て
い
ま
す

が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
情
報
を

印
刷
で
き
る
プ
リ
ン
タ
ー
が
あ
れ

ば
と
て
も
便
利
だ
と
思
い
ま
す
。

（

女
性）

　
　
　
　
　

ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
（
イ

　
　
　
　

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
ペ

　
　
　
　

ー
ジ
）
に
は
、
そ
の
開

設
者
や
製
作
者
に
著
作
権
が
あ
り
、

プ
リ
ン
タ
ー
か
ら
の
印
刷
は
私
的

な
使
用
で
あ
っ
て
も
権
利
者
の
許

可
・
承
諾
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

市
が
プ
リ
ン
タ
ー
を
住
民
用
に
提

供
し
た
場
合
に
も
法
的
な
責
任
が

問
わ
れ
ま
す
の
で
住
民
用
の
プ
リ

ン
タ
ー
は
設
置
し
て
い
ま
せ
ん
。

　

な
お
、
公
共
施
設
に
設
置
し
て

あ
る
住
民
用
パ
ソ
コ
ン
で
は
各
種

行
政
サ
ー
ビ
ス
（
施
設
予
約
等
）

を
利
用
で
き
る
ほ
か
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
上
の
各
種
情
報
を
見
る
こ

と
が
で
き
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

（
政
策
推
進
課
☎
52―

２
１
１
５
）

　

市
民
体
育
館
の
幼
児
体
育
室
を

利
用
し
て
い
ま
す
が
、
利
用
料
３

１
０
円
は
少
し
高
い
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
幼
児
体
育
室
だ
け

は
無
料
開
放
、
ま
た
は
利
用
料

の
減
額
は
で
き
な
い
の
で
し
ょ
う

か
。

（

30
歳
代
・
女
性）

　
　
　
　
　

幼
児
体
育
室
の
大
き

　
　
　
　

な
目
的
は
、
子
ど
も
を

　
　
　
　

連
れ
た
大
人
の
方
で
も

市
民
体
育
館
で
運
動
で
き
る
よ
う

に
す
る
こ
と
で
す
。
こ
の
こ
と
か

ら
、
保
護
者
や
付
き
添
い
の
方
も

市
民
体
育
館
の
利
用
者
と
考
え
て
、

利
用
料
（
一
般
の
個
人
利
用
料
は

３
１
０
円
）
を
い
た
だ
い
て
い
ま

す
。

　

な
お
、
も
と
も
と
市
民
体
育
館

を
利
用
し
に
来
た
人
が
幼
児
体
育

室
を
利
用
す
る
場
合
は
、
あ
ら
た

め
て
料
金
は
か
か
り
ま
せ
ん
。
ど

う
か
ご
理
解
を
い
た
だ
き
、
今
後

も
親
子
で
ご
利
用
い
た
だ
き
ま
す

よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

（
社
会
体
育
課
☎
52

－２
１
５
６
）

あ
な
た
の
声
に
お
答
え
し
ま
す

答
カ
モ
に
よ
る
水
田

被
害
へ
の
対
策
を

公
共
施
設
の
パ
ソ
コ

ン
に
プ
リ
ン
タ
ー
を

体
育
館
の
幼
児
体
育
室

無
料
に
な
ら
な
い
の
？

　時に、わたしたちの生活に被害を及ぼすことのある鳥や獣たち。それでも鳥や獣は捕獲しな
いことが基本です。このため、被害が大きく、生活の支障になる場合に限り捕獲することにな
りますが、捕獲する人は免許が必要で、許可する捕獲数も最小限の数に決められています。ま
た、捕獲を許可する権限は、鳥や獣の種類によって次のとおり分かれています。

県が捕獲を許可する主な鳥や獣 マガモ、ツキノワグマなど

市が捕獲を許可する主な鳥や獣 スズメ、カラス、カルガモ、ノネコ、ノイヌ　など

有害鳥獣捕獲って？説明します !

　

昨
年
度
、
届
け
ら
れ
た
市
長
へ
の
手
紙
は
38

通
で
、
52
件
の
ま
ち
づ
く
り
の
ア
イ
デ
ア
や
市

役
所
の
仕
事
に
対
す
る
疑
問
が
寄
せ
ら
れ
ま
し

た
。
こ
の
ペ
ー
ジ
で
は
そ
の
中
か
ら
、
３
つ
の

声
と
回
答
の
内
容
を
抜
粋
し
て
紹
介
し
ま
す
。

市
長
へ
の
手
紙

幼児体育室を利用する親子。親子で触れ
合いながら運動が楽しめます

答

答

声

声

声
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虫
歯
と
歯
周
病
の
直
接
の
原
因

は
歯
こ
う
（
歯
の
ま
わ
り
に
つ
く

白
い
カ
ス
で
細
菌
の
塊
）
で
す
。

予
防
の
第
１
歩
は
、
毎
日
の
歯
磨

き
で
し
っ
か
り
と
歯
こ
う
を
取
り

除
く
こ
と
で
す
。
磨
き
残
し
が
な

い
か
、
歯
ぐ
き
が
腫
れ
て
い
な
い

か
、
歯
磨
き
後
に
鏡
で
チ
ェ
ッ
ク

す
る
習
慣
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。
間

食
や
糖
分
を
含
ん
だ
飲
み
物
は
歯

こ
う
を
作
り
や
す
く
し
ま
す
。
虫

歯
と
歯
周
病
の
予
防
の
た
め
に
は

バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
規
則
正
し
い

食
事
も
重
要
な
の
で
す
。

　

そ
の
う
ち
生
え
変
わ
る
か
ら
と
、

乳
歯
の
虫
歯
を
そ
の
ま
ま
に
し
て

お
く
の
は
禁
物
で
す
。
口
の
中
に

虫
歯
菌
が
増
え
て
し
ま
う
ば
か
り

で
な
く
、
乳
歯
の
う
ち
に
歯
を
失

う
と
、
永
久
歯
の
歯
並
び
や
か
み

合
わ
せ
に
も
影
響
が
出
て
、
歯
磨

き
が
し
に
く
い
状
態
に
な
り
ま
す
。

子
ど
も
は
ひ
と
り
で
上
手
に
歯
磨

き
が
で
き
ま
せ
ん
。
虫
歯
予
防
は
、

お
父
さ
ん
、
お
母
さ
ん
の
腕
次
第

で
す
。

　

将
来
、
虫
歯
で
悩
ま
な
い
た
め

に
乳
歯
か
ら
の
虫
歯
予
防
と
適
切

な
治
療
を
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

　

タ
バ
コ
の
煙
に
含
ま
れ
る
ニ
コ

チ
ン
は
全
身
の
血
管
を
収
縮
さ
せ

ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
出
血
し
づ
ら

く
な
り
歯
周
病
に
も
気
付
き
に
く

く
な
り
ま
す
。
気
付
い
た
と
き
に

は
も
う
歯
周
病
は
進
行
し
た
後
。

　

ま
た
、
収
縮
し
た
血
管
は
詰
ま

り
や
す
く
な
り
、
心
筋
梗
塞
や
脳

梗
塞
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
ま
す
。

こ
れ
を
き
っ
か
け
に
禁
煙
に
つ
い

て
も
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

ぼくたち、わたしたちの歯「虫歯になんかさせないよ！」と、一生懸命
歯磨きをする門前保育園の子どもたち

―問い合わせ先―
税務課（☎52－2114）

住民税の減額申告
７月１日～31日

平成19年に
所得が減って所得税が
課されなくなった方へ

　毎日、ごはんを食べるのに大活躍している歯。皆さん歯のこと考えてい
ますか。虫歯は自分では治せません。かかりつけの歯医者で定期的に健
診を受け、虫歯を予防しましょう。問い合わせは、保健推進課（☎ 61－
3315）へ。

虫
歯
に
な
ん
か
さ
せ
な
い
よ
！
予
防
は
毎
日
の
歯
磨
き
で

虫
歯
予
防
は
乳
歯
か
ら

歯
周
病
は
タ
バ
コ
に
も
関
係
が
！

　国から地方への税源移
譲により、ほとんどの方
は平成19年１月から所得
税が減り、その分６月か
ら住民税が増えています。
　これにより、平成19年
に所得が減って所得税が
課されなくなった方は、
税率変更による所得税軽
減の影響は受けず、住民
税増額の影響のみを受け
てしまいます。このよう
な方については、すでに
納めていただいた平成19
年度分の住民税額から税
源移譲により増額となっ
た住民税相当額を還付し
ます。印鑑を持参のうえ、
申告してください。

■申告期間■
７月１日㈫～　
　　31日㈭まで

■申 告 先■
税務課

山形総合支所、各支
所でも取り次ぎます

※他の市区町村から転入
　された方は、平成19年
　１月１日時点でお住ま
　いの市区町村へ申告し
　なければなりませんの
　でご注意ください
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　平成21年３月の新規高校卒業予定者
に対する求人の受け付けが始まります。
地域の発展のためには若い人材が地元
に定着することが必要です。求人の申
し込みはお早めにお願いします。
▷受付開始＝６月20日（金）

　不法滞在している外国人による犯罪
が多発しています。また、不法滞在者
の多くが不法就労者です。「短期滞在」
の資格では日本で働くことができませ
ん。また、不法就労外国人を雇用した
事業主も処罰されます。
　外国人の雇用に当たっては、在留期
間や在留資格を確認しましょう。

　新設されます　※適用除外の許可を
　受けた労働者が７月１日時点でいる
　場合…使用者は１年以内に減額特例
　の許可を受けてください
▷派遣労働者への適用＝派遣先の地域
　（産業）の最低賃金が適用されます
▷罰金額＝最低賃金額が支払われない
　場合の罰金額の上限が２万円から50
　万円に引き上げられます

　労働日数に応じた掛け金を事業主が
負担することにより、現場の労働者に
退職金が支払われる制度があります。
詳しくはお問い合わせください。
▷加入できる方＝建設業を営む事業主
▷対象となる方＝建設現場で働く方
▷掛け金＝日額310円

　同校への理解を深めてもらうため次
の期間を「学校へ行こう週間」に定め、
学校を公開します。気軽に見学ください。
▷日時＝７月７日（月）～11（金）９時
　～15時　※10日（木）は高等部見学
　会（９時～12時）、11日（金）は夏ま
　つり（15時10分～17時）

求人の申し込みはお早めに

外国人の不法滞在・就労を防止

建設業退職金共済制度のご案内

久慈養護学校を見学しませんか

ハローワーク久慈 ☎53－3374

久慈警察署 ☎53－0110

久慈養護学校 ☎58－3004

建退共岩手県支部 ☎019－622－4536

　

大
橋
さ
ん
は
平
成
14
年
か
ら

人
権
擁
護
委
員
と
し
て
、
い
じ

め
や
人
権
相
談
に
応
じ
る
な
ど

活
動
を
続
け
て
き
ま
し
た
。「
委

員
の
活
動
は
自
分
の
生
き
が
い

と
な
っ
て
い
る
。
思
い
や
り
の

心
と
命
の
大
切
さ
を
学
校
や
地

域
に
も
っ
と
広
め
た
い
」
と
今

後
の
活
動
に
意
欲
を
み
せ
て
い

ま
し
た
。

　本市の行政相談員の川口キクヱさん（侍浜町・７９歳）が東北管区行政
評価局から、人権擁護委員の大橋栄太郎さん（京の森・６６歳）が仙台法
務局からそれぞれ表彰されました。受賞おめでとうございます。

　

川
口
さ
ん
は
平
成
３
年
か
ら

行
政
相
談
員
と
し
て
、
市
役
所

の
仕
事
な
ど
に
対
す
る
相
談
や

苦
情
を
受
け
付
け
て
き
ま
し
た
。

表
彰
を
受
け
、「
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受賞おめでとうございます
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台
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さわやか共同参画の集い
　男女が支え合う社会の実現を目指
す「男女共同参画」を楽しく学んでみ
ませんか。入場無料！問い合わせは、
まちづくり振興課（☎52－2116）へ。
■日時＝７月６日（日）13時～15時
■会場＝アンバーホール小ホール
■内容＝①寸劇「私のまちのあなた
　の暮らし」・男女共同参画を考え
　るもんめの会②講演「男女共同参
　画で四角い社会をまん丸に！」・
　笑福亭松

しょう

枝
し

さん（落語家）

省エネ改修住宅の固定資産税を減額
　今年の４月１日から平成22年３月31日までに一定の要件を満たす住宅の省エネ改
修工事を行った場合、翌年度分の固定資産税を減額します。問い合わせは税務課（☎
52-2114）へ。
■対象となる住宅■
　次の全てに該当する住宅
　①平成20年１月１日以前から存在する住宅（賃貸住宅を除く）
　②窓の改修工事のほかに、床・天井・壁のうち１つ以上の断熱改修工事を行った住宅
　③省エネ改修工事の費用が30万円以上であること
■減額の内容■
　①減額の割合＝固定資産税額の３分の１（１戸当たり120平方㍍まで）
　②減額の期間＝工事完了の翌年度分
■申請方法■
　改修後３カ月以内に、申告書に次の書類を添付して税務課に申告してください。
　①省エネ改修工事であることを証明する建築士等の書類
　②工事費が確認できる書類（領収書など）
　③改修工事の明細書の写し、改修工事箇所の図面と写真（改修前と改修後）

　広報くじ６月１日号２～３ページの
「平成19年度財政状況の公表」でお知
らせした「企業会計・水道事業」の金
額に誤りがありました。正しくは下記
のとおりです。おわびして訂正します。

おわびと訂正

水道
事業

収益的 収入額…７億2,683万円
支出額…７億1,558万円

収支的 収入額…２億2,352万円
支出額…５億1,906万円



★本 庁 舎　☎52－2111
★総合支所　☎72－2111
★宇部支所　☎56－2111
★侍浜支所　☎58－2111
★山根支所　☎57－2111
※市役所の各課の番号は直通電話
です。また、上記の代表電話から
もつながります

暮らしの
お知らせ

このページでは、暮らしに役立つ
情報をお知らせします。

-７- 広報くじ　No.55

相　　談

0001）
―多重債務者相談―◇日時＝７／３
（木）、10（木）、17（木）、23（水）10時～15
時◇会場＝合同庁舎５階第３会議室◇
申し込み＝前日までに久慈地方振興局
消費生活相談室（☎53－4981）へ
―社会保険相談―◇日時＝①７／23
（水）10時30分～16時30分②７／24（木）
９時～15時◇会場＝アンバーホール
※年金に関する相談も行います

▷日時＝７月17日（木）10時30分～12
　時（受付は11時まで）
▷会場＝合同庁舎
▷内容＝身体障害者手帳の診断、補聴
　器の交付（修理）の要否判定　※補
　聴器が体に合わない場合は適合判定
　が受けられます
▷申し込み＝７月９日（水）まで

▷日時＝７月７日（月）14時～
▷会場＝市長室

身体障がい者の巡回相談（耳鼻科）

市長と話そう

社会福祉課 ☎52－2119

まちづくり振興課 ☎52－2116
◇申し込み＝相談日当日８時30分から
市民課（☎52－2117）へ
―人権相談―◇日時＝７／４（金）10時
～15時◇会場＝市役所第３会議室◇相
談員＝鳥谷峯道子委員
―行政相談―◇日時＝７／31（木）10時
～15時◇会場＝市役所第１会議室◇相
談員＝落合初次郎委員
―消費者問題法律相談―◇日時＝７／
18（金）10時～16時◇会場＝中央公民館
◇相談員＝県消費者信用生活協同組
合の相談員◇申し込み＝事前に申し
込みください。同組合（☎019－653－

無料相談のお知らせ

　※ピラティス…体の内側や中心を鍛
　　え、全身のバランスを整える運動

エクササイズ教室の参加募集

　光化学オキシダントは「目がチカチ
カする」「のどが痛む」などの健康被
害を及ぼす化学物質の総称です。春か
ら夏にかけて、日差しが強く高温・無
風などの条件が重なったときに多く発
生します。光化学オキシダント注意報
が発令された場合は次のとおり対処し
てください。
▷対処の内容＝◇屋外での激しい運動
　をやめ、屋内で活動する◇窓を閉め、
　外の空気が入らないようにする◇外
　出を避ける

　７月１日から改正最低賃金法が施行
されます。主な内容は次のとおりです。
詳しくはお問い合わせください。
▷適用除外規定の廃止＝最低賃金の適
　用除外規定が廃止され、減額特例が

お知らせ
光化学オキシダントに注意を！

７／１最低賃金法が変わります

岩手県環境保全課 ☎019－629－5356

岩手労働局 ☎019－604－3008
市民体育館 ☎61－3353

募　　集

　舟渡レストハウスで食堂などを営業
できる方を募集します。詳しくはお問
い合わせください。※６月25日（水）
10時から現地で入札条件などの説明会
を行います（入札日は６月27日）

舟渡レストハウスの出店者募集
商工観光課 ☎52－2123

▷会場＝市民体育館サブアリーナ
▷定員・参加料＝40人・無料
▷申し込み＝６月16日（月）から（定
　員になり次第締め切り）

▷日時・内容
日  時 内　　容

７／５㈯ 19:00 ～ 20:30 ピラティス体験
７／12㈯ 19:00 ～ 20:30 ボクササイズ体験

日    時 相談員 会　場
7 月 3 日 (木)
13時～15時30分

高橋牧夫
　弁護士

市役所
特別会議室

7月 9日 (水)
10時30分～15時30分

渡辺正和
　弁護士 市役所

第３会議室７月23日(水)
10時30分～15時30分

菊池　尚
ひさし

　弁護士

―法律相談―

中小企業者向けの融資制度

　中小企業者の経営安定を図るため
の融資制度などがあります。制度の
詳しい内容は下記までお問い合わせ
ください。

広報リポーターの再募集

　市民の視点で取材などを行う広
報リポーターを引き続き募集します。
問い合わせや応募は随時受け付けま
すので、気軽にまちづくり振興課（☎
52－2116）へご連絡ください。
■応募資格＝①市内在住、在職で４
月１日現在、18歳以上の方（高校生
を除く）②カメラを持っていること
■募集人数＝①長内・宇部②夏井・
侍浜③小久慈・山根④山形　各１人

市長杯争奪柔道大会

少年、少女の熱戦に声援を !

大会当日は駐車場がとても混雑しま
す。乗り合いでの来場にご協力をお
願いします。
■問い合わせ先
　　　　　社会体育課（☎52－2156）

日時　６月29日（日）
　　　　　　９時～
会場　三船十段記念館

商工観光課　　　　☎52-2123
久慈商工会議所　　☎52-1000
久慈地方振興局特命課（産業振興）
　　　　　　　　　☎53-4981



期　日 当番医・薬局

６日（日）

㊩しろと内科循環器科クリニック
（☎61－3330）

○及川薬局田屋町店
（☎61－3010）

○みどり薬局
（☎61－3911）

13日（日）

㊩おおさわ内科・胃腸科医院
（☎61－3033）

○ホソタ調剤薬局
（☎53－1193）

○キング薬局
（☎61－1360）

20日（日）

㊩白岩小児科医院
（☎53－4408）

○サンケア薬局長内店
（☎61－3300）

○キング薬局
（☎61－1360）

21日（祝）

㊩久慈恵愛病院
（☎52－2311）

○みどり薬局
（☎61－3911）

27日（日）

㊩前田整形外科・内科医院
（☎52－4051）

○菊屋薬局本町店
（☎53－3022）

○キング薬局
（☎61－1360）

※お子様の相談、健診には母子健康手帳をお持ちください。受付時間をお守りください。１か月児
　健診、３～４か月児健診、９～ 11 か月児健診は、赤ちゃん手帳の受診票を持参して、指定医療
　機関で受診してください。乳幼児の相談、健診は先月受けられなかった方も受けられます。ここ
　ろの相談、生活習慣病予防など保健師や栄養士の相談は随時行っていますので、電話で予約して
　ください
※骨髄バンク、ＨＩＶ、肝炎ウイルス、精神保健に関する相談などの申し込みは、前日までに久慈
　保健所（☎53－4987）

○飲酒運転
　検挙者数 … ０人（　5／－　1）
　　（　）内は１月からの累計／前
　　年同期累計との比較

平成20年５月31日現在
●人　口 … 39,099 人　（－２）
　　男　 … 18,910 人　（＋３）
　　女　 … 20,189 人　（－５）
●世　帯 … 15,064世帯（＋１）
　　　　　　　　（　）内は前月比

■市内の火災
○発生件数 … １件（　9／＋　2）

○死傷者数 … ０人（　1／＋　1）
■救急活動
○出動件数 … 81件（354／－ 34）
　交通事故 … ８件（ 25／－　2）
　急　　病 … 47件（242／＋  4）
　そ の 他 … 26件（ 87／－ 36）
■市内の交通事故など
○発生件数 … 49件（263／＋　3）
　人身事故 … ６件（ 20／－ 15）
　物損事故 … 43件（243／＋ 18）
○死 亡 者 … ０人（　1／＋　1）
○負 傷 者 … ７人（ 17／－ 26）

市県民税
―納期は６月30日―

学校給食費　－第２期－
―納期は６月26日―

５月のデータ

人口と世帯数

納期のお知らせ

⎧　
⎨　
⎩

⎧　
⎨　
⎩
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薬

※㊩…休日当番医、○…休日当番薬局
　休日当番医と休日当番薬局は変更になる
場合がありますので、ご確認ください

薬

●休日当番医・当番薬局● ●健診・相談・献血●

－８－

薬

薬

薬

薬

薬

薬

薬

薬

期　日 健診名（相談名） 会　場 時間（受付時間）

３日（木）３歳児健診対象：平成17年４月生まれ 元 気 の 泉 受付　13:00～13:30

８日（火）
ＨＩＶ相談・検査、肝
炎ウイルス検査 久慈保健所 受付　14:00～15:00

骨髄バンク登録 久慈保健所 受付　15:00～15:30

10日（木）乳幼児の言葉と発達の相談 元 気 の 泉
11:00～16:00（予約制）
申し込みは６月30日（月）
まで

16日（水）１歳児相談対象：平成19年７月生まれ 元 気 の 泉
受付　９:30 ～ 10:00
歯ブラシを必ずお持ちく
ださい

17日（木）
４～５か月児相談
対象：平成20年２月生まれ 元 気 の 泉 受付　９:30～10:00

※ブックスタート
６か月児健診
対象：平成19年12月生まれ 元 気 の 泉 受付　13:00～13:30

18日（金）

1歳６か月児健診
対象：平成18年12月生まれ 元 気 の 泉

受付　13:00～13:30
幼児フッ素塗布を行いま
すので、歯磨きをしてき
てください。（歯ブラシ
を必ずお持ちください）

こはくのまちの保健室
ふくしサロン「し
あわせ　ＳＵＮ」
☎ 61-3933

10:00～15:00
看護師に健康上のお悩み
を相談してください

精神保健福祉相談 久慈保健所 受付　13:30 ～

27日（日）全血献血 久慈ショッピ
ングセンター

◇10:30～12:30
◇14:30～16:30

28日（月）全血献血
◇久慈衣料㈱  10:30～11:30
◇新岩手農業協同組合久慈中央支所  11:00～13:30
◇久慈養護学校  15:30～16:30

月～金 青年期のひきこもり相談 久慈保健所 ９:00～17:00

飲酒運転は危険です !
絶対にやめましょう




